
 

12.国保連合会から送付する各種帳票の見方等について 

（１）各種帳票の見方 

①増減点並びに返戻連絡書 
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12. 国保連合会の診療（調剤）報酬請求書等の受付日程について 

（１）各種帳票の見方 

①増減点並びに返戻連絡書 
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②返戻符せん（医科） 

 

 

                      返戻事由番号 23 について 

                         審査委員会による診療内容照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  返戻事由番号 21 22 24 について 

 

21 １～10 までの事務内容照会 

22 11 の請求書の保険者と相違した保険者の 

  明細書が混入した時             

24 12～17 までの事務内容照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎診療報酬明細書の再提出について 
 

再提出となる明細書 

1 事務審査による返戻分 

2 審査委員会による返戻分 

3 再審査による返戻分 

4 過誤による返戻分 

5 医療機関による取り下げ依頼分 

 

※ 返戻内容等を確認後、訂正等行い

例月提出の診療報酬明細書の中

に含め請求してください。 
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（歯科） 

 

 

     

返戻事由番号 23 について 

     

審査委員会による診療内容照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  返戻事由番号 21 22 24 について 

 

21 １～７までの事務内容照会 

22 ８の請求書の保険者と相違した保険者の 

  明細書が混入した時 

24 ９～11 までの事務内容照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎診療報酬明細書の再提出について 
 

再提出となる明細書 

1 事務審査による返戻分 

2 審査委員会による返戻分 

3 再審査による返戻分 

4 過誤による返戻分 

5 医療機関による取り下げ依頼分 

 

※ 返戻内容等を確認後、訂正等行い

例月提出の診療報酬明細書の中

に含め請求してください。 
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（調剤） 

 

 

  返戻事由番号 23 について 

  審査委員会による診療内容照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  返戻事由番号 21 22 24 について 

 

21 １～10 までの事務内容照会 

22 11 の請求書の保険者と相違した保険者  

  明細書が混入した時事務内容照会 

24 12～17 までの事務内容照会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎診療報酬明細書の再提出について
 

再提出となる明細書 

1 事務審査による返戻分 

2 審査委員会による返戻分 

3 再審査による返戻分 

4 過誤による返戻分 

5 医療機関による取り下げ依頼分 

 

※ 返戻内容等を確認後、訂正等行い

例月提出の診療報酬明細書の中

に含め請求してください。 
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➂過誤通知書 

 

過誤事由番号について 
○ 返戻の場合は、01 から 19 です。

○ 増減の場合は、19 から 39 です。
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過誤事由番号について 
○ 返戻の場合は、01 から 19 です 
○ 増減の場合は、19 から 39 です。
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過誤事由番号について 
○ 返戻の場合は、01 から 19 です 
○ 増減の場合は、19 から 39 です。
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④再審査結果通知書兼過誤通知書 

 

①
 

②
 

③
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⑤
 

⑥
 

⑦
 

④
 

⑧
 

⑨
 

⑩
 

⑪
 

⑫
 

⑭
 

⑮
 

②
 

③
 

⑬
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前頁の再審査結果通知書兼過誤通知書の説明 

 

① 保険医療機関の所在地及び名称 

 

② 点数表 

 

③ 保険医療機関番号 

 

④ 保険者番号・市町村番号 

 

⑤ 当該明細書の診療年月 

 

⑥ 当該明細書の種類（制度及び食事（食事療養）を記入） 

 

⑦ 当該明細書の給付割合 

 

⑧ 当該明細書の公費負担者番号 

 

⑨ 当該明細書の被保険者名・被保険者証の記号番号・受給者番号 

 

⑩ 当該明細書の当初決定点数・当初決定薬剤負担額 

（ただし、種類に食事と記入のある場合は当初決定食事療養金額） 

 

⑪ 当該明細書の再審査確定点数・再審査薬剤負担額 

（ただし、種類に食事と記入のある場合は再審査決定食事療養金額） 

 

⑫ 当該明細書の再審査増減点数 

（ただし、種類に食事と記入のある場合は再審査増減食事療養金額） 

 

⑬ 当該明細書の再審査結果番号 

 

⑭ 当該明細書の再審査結果事由番号（最大 3個まで） 

 

⑮ 当該明細書の再審査増減内訳 
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 ⑤支払通知書 

診療(調剤)報酬支払通知書

「圧着葉書」の記載上の留意点 
 
①後期高齢者医療は、診療費区分に「後期」と表示します。 
 
②診療費区分「国保」の県内分「保険者別」、県外分「県単位」

の表示を、合算して「国保」と表示します。 
 
③診療費区分「公費」の「法制別」の表示を、合算して「公費」

と表示します。指定公費は「公費」に合算して表示します。

 
④集計誤差は、各制度単位に合算して表示します。 
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⑥調整額連絡書 
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（２）再審査申し出について 

 

 

 

 

① 

② ③ 
④ 

⑤ 

 ⑥  ⑦ 
⑧

⑨ 
⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑭ 

⑬ 

⑮ 
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➀申請理由書の記載要領 

 

① 提出される年月日を記入。 

 

② 該当する点数表を○印で囲む。 

 

③ 該当診療報酬明細書の診療年月を記入。 

 

④ 該当診療報酬明細書の保険医療機関コード番号を記入。 

 

⑤ 該当診療報酬明細書と一致する箇所を○印で囲む。 

 

⑥ 該当診療報酬明細書の該当市町村番号・公費負担者番号・受給者番号を記入。 

 

⑦ 該当診療報酬明細書の該当保険者番号・被保険者証番号・各種手帳等の記号番号を記入。 

 

⑧ 該当診療報酬明細書の給付割合を○印で囲む。 

 

⑨ 該当診療報酬明細書の氏名・性別・生年月・特記事項を記入。 

 

⑩ 保険医療機関の所在地及び名称を記入。 

 

⑪ 増減点並びに返戻連絡書又は、再審査結果通知兼過誤通知書のどちらの通知であったかを○

印で囲み、その日付を記入。 

 

⑫ 旧総合病院における該当診療報酬明細書の診療科を記入。 

 

⑬ 該当診療報酬明細書の査定された減点内訳の内、申請する減点内容を記入。 

 

⑭ 該当診療報酬明細書の診療実日数・当初請求点数・申請する減点点数を記入。 

 

⑮ 該当診療報酬明細書の再審査申請理由を具体的に記入。 
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